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6  暴風特別警報、暴風警報、大雨危険警報、大雨特別警報などの気象警報発令時・災害時の授業及び試験
　ఱനΩϟンύス・ീ事Ωϟンύス、φΰϠυーϜ前Ωϟンύス、ෟଐ೶場においては、愛知県西部尾張東部※１に、๫෩ಛผܯ報、暴風警報、大雨危険

警報、大雨特別警報のいづれかが発ྩされた場合΍そのଞの࣌֐ࡂの場合の授業おΑびݧࢼはɼそれぞれ次のΑうに取Γѻい·す。

※１（名古屋市、瀬戸市、春日井市、犬山市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町）

（1）暴風特別警報、暴風警報、大雨危険警報、大雨特別警報などの気象警報が発令された場合

➳　授業の場合 7 : 00 8 : 00 9 : 00 10 : 00 11 : 00 12 : 00 13 : 00 14 : 00 15 : 00 16 : 00 17 : 00 18 : 00 19 : 00 20 : 00 21 : 00

午前7時前に解除
1時限目（9：10～）から講義を実施

午前7時以降午前 10 時前に解除
3時限目 (13：10～) から講義を実施

午前 10 時以降午後3時前に解除
6時限目 (18：10～) から講義を実施

午後3時以降に解除
全時限休講

発令時間帯

講義を実施する時限
休講する時限

前ޕ※ þ ࣌以߱に発ྩした場合はɼ௚ちにߨٳ

の場合ݧࢼ　➴

7 : 00 8 : 00 9 : 00 10 : 00 11 : 00 12 : 00 13 : 00 14 : 00 15 : 00 16 : 00 17 : 00 18 : 00 19 : 00 20 : 00 21 : 00

午前7時現在発令中
午後6時以前実施の試験は延期
午後3時前に解除されれば，午後6時以降実施の試験は実施

午前7時以降午後3時前に発令
直ちに中止
午後6時以前実施の残りの試験は延期
午後3時前に解除されれば，午後6時以降実施の試験は実施

午後3時現在発令中
午後6時以前実施の試験は延期
午後6時以前実施の残りの試験は延期

午後3時以降に発令
直ちに中止
残りの試験は延期

午前7時以降午後3時前に解除
午後6時以前実施の試験は延期
午後6時以降実施の試験は実施

発令時間帯

試験を延期する時間帯

試験を実施する時間帯

試験を実施する可能性
のある時間帯
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